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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準

作成機関である一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべ

きとの申出があり，経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって，JIS X 25062：2006 は

改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本産業規格（案）       JIS 
X 25062：0000 

（ISO 25062：2025） 

システム及びソフトウェア技術－システム及びソフ

トウェア製品の品質要求及び評価（ＳＱｕａＲＥ）

－ユーザビリティ評価報告のための産業共通様式 
Systems and software engineering－Systems and software Quality Requirements 

and Evaluation （SQuaRE）－Common Industry Format （CIF） for reporting 
usability evaluations 

 
序文 

この規格は，2025 年に第 1 版として発行された ISO 25062 を基に，技術的内容及び構成を変更すること

なく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

この規格は，インタラクティブシステムのユーザビリティ評価の結果を報告するための枠組み及び一貫

した用語を提供する。システム開発ライフサイクルの一部として，ユーザビリティ評価の結果を文書化し，

共有する際に，ユーザビリティ評価を行う者を支援することを目的としている。 

注記 JIS X 25040 は，品質評価の枠組みを規定している。 

JIS Z 8530 の人間中心設計に基づくアプローチは，十分に確立され，特に，システムを使いやすくする

ことに焦点が当てられている。システム開発ライフサイクルを通して人間中心設計を適用することで，求

められるユーザビリティを実現することが可能である。このアプローチの一環として，ユーザビリティに

関連する全ての情報の種類（情報項目）を特定し，共有することが重要である。ユーザビリティに関連す

る情報の種類の特定及び共有は，システムのユーザビリティの設計及びテストを可能にする。 

JIS Z 8530 及び JIS Z 8530-221 では，人間中心設計の活動並びにプロセスモデル及びプロセスアセスメ

ントモデルについて規定している。インタラクティブシステムのユーザビリティ評価の結果を報告する情

報項目については，任意のプロセスモデルに統合することが可能である。プロセスモデルを確立するため

に，ISO/IEC/IEEE 24774 及び ISO/IEC TS 33061 は，プロセスモデルごとに形式及び適合性要求事項を規

定している。さらに，JIS X 0171 は，システム及びソフトウェアライフサイクルマネジメントのためのプ

ロセスモデルにおいて作成及び用いられる情報項目の種類及び内容を定義している。ISO/IEC TS 33060 及

び ISO/IEC TS 33061 は，プロセス能力アセスメントのために，情報項目を含む作業成果物を定義してい

る。インタラクティブシステムの人間中心設計の活動及び関連情報項目は，それぞれ JIS Z 8530 及び ISO 
TS 18152 に含まれている。 

ユーザビリティのための産業共通様式（CIF）は，SQuaRE（システム及びソフトウェア製品の品質要求

及び評価）規格群の一部として，ISO/IEC JTC 1/SC 7 及び ISO/TC 159/SC 4 の共同作業部会である JWG 
28 によって策定され，そのことが JIS X 25000［システム及びソフトウェア製品の品質要求及び評価
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（SQuaRE）－SQuaRE の指針］に記載されている。 
CIF 文書では，人とシステムとのインタラクションの人間工学に関する ISO 9241 規格群と整合性のある

用語定義を用いる。これは，当該分野において通常用いられる用語であるためである。 

ISO TR 25060 は，次の情報項目を取り扱う文書を含む CIF 規格の概観を示している。 

－ ユーザビリティ評価報告書（JIS X 25062） 

－ 利用状況記述書（ISO/IEC 25063） 

－ ユーザニーズ報告書（ISO/IEC 25064） 

－ ユーザ要求事項仕様書（ISO 25065） 

表 1 は，SQuaRE 規格群の構造及び内容の概観を表している。 

表 1－SQuaRE 規格群の構成 

SQuaRE アーキテクチャ及びサブプロジェクト 

品質要求事項を取り扱う JIS X 
25030 

品質モデルを取り扱う JIS X 25010，ISO/IEC 
TS 25011，JIS X 25012，及び JIS X 25019 

品質評価を取り扱う JIS X 
25040 

品質マネジメントを取り扱う JIS X 25001 

品質測定を取り扱う JIS X 25020，JIS X 
25021，JIS X 25022，JIS X 25023，JIS X 25024
及び ISO/IEC TS 25025 

現在，これらのアーキテクチャのほかに，次の事項を取り扱う規格が発行されている。 

－ 既製ソフトウェア製品（RUSP）の品質要求事項 

－ ユーザビリティ部門の産業共通様式（CIF） 
注記 対応国際規格の記載は古く，現在“既製ソフトウェア製品（RUSP）の品質要求事項”及び“ユーザビリテ

ィ部門の産業共通様式（CIF）”は発行済みであるため記載を修正した。 

 

この規格は，様々な種類のユーザビリティ評価報告書の内容について，最低限求められる内容を規定し

ている。一方，ISO 9241-220 は，次のものを含む人間中心設計プロセスを紹介している。 

－ 利用状況の特定 

－ ユーザニーズの特定 

－ ユーザ要求事項の仕様化 

－ ユーザとシステムとのインタラクションの仕様化 

－ ユーザインタフェース設計解の作成及び改善 

－ ユーザ中心評価 

表 2 は，これらの情報項目と ISO 9241-220 に記載されている人間中心設計プロセス及び JIS X 0170 に

記載されている対応するシステムライフサイクルプロセスとの相互依存関係を示している。 
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表 2－ISO 9241-220 及び JIS X 0170 との CIF 文書の関連性 

人間中心設計（HCD）プロセス 
ISO 9241-220：2019 

CIF 規格群 システムライフサイクルプロセス 
JIS X 0170：2025 

9.4.3－利用状況の特定 ISO/IEC 25063：ユーザビリティのた

めの CIF （Common Industry 
Format）： 利用状況記述書 

6.4.2.3 b）1）－利用状況を定義する 

9.4.4.2－ユーザニーズの特定 ISO/IEC 25064：ユーザビリティのた

めの CIF （Common Industry 
Format）： ユーザニーズ報告書 

6.4.2.3 c）1）－ステークホルダのニ

ーズを識別する 

9.4.4.3－ユーザ要求事項の仕様

化 
ISO 25065：ユーザビリティのための

CIF（Common Industry Format）：ユー

ザ要求事項仕様書 

6.4.3－システム要件（要求事項）定

義プロセス 

9.4.5.2－ユーザとシステムとの

インタラクションの仕様化

9.4.5.3－ユーザインタフェース

設計解の作成及び改善 

ISO 25067：ユーザビリティのための

CIF （Common Industry Format）：ユ

ーザインタラクション及びユーザイン

タフェース仕様書 

6.4.4－アーキテクチャ定義プロセス 
6.4.5－設計定義プロセス 

9.4.6－ユーザ中心評価 JIS X 25062：ユーザビリティのための

CIF （Common Industry Format）：ユ

ーザビリティ評価報告書（この規格） 

6.4.9－検証プロセス 
6.4.11－妥当性確認プロセス 

注記 対応国際規格に引用先の項番の誤りがあったため修正した。 

 

1 適用範囲 

この規格は，ユーザビリティ評価報告のための産業共通様式（CIF）について規定する。評価方法の分類，

及び選択された評価方法に基づいて，評価報告書に含める内容項目（内容要素）の仕様を規定する。また，

ユーザビリティ評価報告書の対象ユーザ，及びユーザビリティ評価報告書が適用可能な状況を特定する。 

注記 1 “内容項目（内容要素）”とは，この規格の様式に基づいて作成するユーザビリティ評価報告書に

おいて，その各章（セクション）を構成する項目及び記載内容のことである。 

この規格のユーザビリティ評価報告書は，ソフトウェア及びハードウェアシステム並びに事前に定義さ

れたタスクにおいて利用する製品又はサービス（表示画面又はキーボードのような汎用製品を除く）に適

用することが可能である。内容要素は，JIS Z 8530 及び ISO/IEC JTC 1/SC 7 のプロセス標準（例えば，シ

ステムライフサイクルマネジメントに関する JIS X 0170，ソフトウェアライフサイクルマネジメントに関

する JIS X 0160 及びプロセス能力アセスメントに関する JIS X 33001）にあるような開発プロセスにおい

て作成されるシステムレベルの文書の一部として用いることを意図している。 

注記 2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 
ISO 25062：2025，Systems and software engineering－Systems and software Quality Requirements and 

Evaluation （SQuaRE）－Common Industry Format （CIF） for reporting usability evaluations（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こと

を示す。 

2 引用規格 
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この規格には，引用規格はない。 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次による。 

ISO 及び IEC は，次の URL において規格に用いる用語のデータベースを維持している。  

−ISO Online Browsing Platform：https://www.iso.org/obp 

− IEC Electropedia：https://www.electropedia.org/ 

3.1 
アクセシビリティ（accessibility） 

製品，システム，サービス，環境及び施設が，特定の利用状況（3.3）において特定の目標（3.6）を達

成するために，ユーザ（3.19）の多様なニーズ，特性及び能力で使える度合い 

注釈 1 利用状況は，ユーザが単独で利用する，又は支援技術を使って援助を受けながら利用する状況

を含む。 

注釈 2 “利用状況”が初出する定義文中に（3.3）を追記し，注釈 1 の（3.3）を削除した。 

（出典：JIS Z 8522:2022 の 3.15 を変更。注釈 2 を追加） 

3.2 
適合性評価（conformity assessment） 

規定要求事項（3.9）が満たされていることの実証 
（出典：JIS Q 17000:2022 の 4.1 を変更。注釈を削除） 

3.3 
利用状況（context of use） 

ユーザ（3.19），目標（3.6）及びタスク（3.13），資源並びに環境の組合せ 

注釈 1 利用状況の“環境”は，技術的，物理的，社会的，文化的及び組織的環境を含む。 
（出典：JIS Z 8521:2020 の 3.1.15） 

3.4 
効果（effectiveness） 

ユーザ（3.19）が特定の目標（3.6）を達成する際の正確性及び完全性 
（出典：JIS Z 8521:2020 の 3.1.12） 

3.5 
効率（efficiency） 

達成された結果に関連して費やした資源 

注釈 1 典型的な資源は，時間，人間の労力，コスト及び材料を含む。 
（出典：JIS Z 8521:2020 の 3.1.13） 

3.6 
目標（goal） 

意図した成果 
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（出典：JIS Z 8521:2020，3.1.10） 

3.7 
利用による危害（harm from use） 
システムの利用に起因する健康，安全，財産又は環境に関する否定的な影響 

注釈 1 ここでの否定的な影響とは，ユーザ（3.19）又はほかのステークホルダ（3.11）への影響のこと

である。 

注釈 2 利用による危害の回避，すなわち，潜在的な危害を被るリスクを完全に排除することは困難だ

が，インタラクティブシステム（3.12）の設計では，リスクを許容可能な最小限に抑えることを

目標とすることは可能である。 
（出典：ISO 9241-220:2019 の 3.10） 

3.8 
情報項目（information item） 

人が利用するために作成され，保管され，及び納入される個別に識別できる情報の本体 

注釈 1 原文での定義文が ISO/IEC/IEEE 15288:2023 の 3.18 と同じであるため， ISO/IEC/IEEE 
15288:2023 の対応 JIS である JIS X 0170:2025 に表現を合わせ，元の注釈 1 及び注釈 2 を削除

した。 
（出典：ISO/IEC/IEEE 15289:2019 の 3.1.12 を変更。元の注釈 1 及び注釈 2 を削除） 

3.9 
要求事項（requirement） 
合意事項，規格若しくは仕様又はほかの正式に取り交わした文書の内容を満たすシステム，システム構

成要素，製品又はサービスによって，適合若しくは具備しなければならない制約条件又は能力 

注釈 1 要求事項は，提供されたとき，満たされたとき，又は達成されたときに価値を提供する。 

注釈 2 要求事項には，依頼者，顧客，及びほかのステークホルダ（3.11）の数量化され，文書化された

ニーズ，欲求，及び期待が含まれる。 
（出典：ISO/IEC/IEEE 24765:2017 の 3.3431 の定義 2 を変更。注釈を追加） 

3.10 
満足（satisfaction） 

システム，製品又はサービスの利用に起因するユーザ（3.19）のニーズ及び期待が満たされている程度

に関するユーザの身体的，認知的及び感情的な受け止め方 

注釈 1 満足は，実際の利用に起因するユーザエクスペリエンスがユーザのニーズ及び期待を満たして

いる程度を含む。 

注釈 2 利用前の期待は，実際の利用に伴う満足に影響を与える可能性がある。 
（出典：JIS Z 8521:2020 の 3.1.14 を変更。注記 3 を削除） 

3.11 
ステークホルダ（stakeholder） 

システムに，又はそれがニーズ及び期待を満たす特性をもつことに，権利，持分，請求権又は関心をも

っている個人又は組織 

例 エンドユーザ，エンドユーザ組織，支援者，開発者，顧客，生産者・製作者・製造業者，教育訓練

者（トレーナー），保守者，廃棄処理者，取得者，供給者，規制機関，システムによって好ましい影

響又は好ましくない影響を受ける人々。 
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注釈 1 ステークホルダは，ステークホルダ間で互いに相反する利害関係のある関心，又は対象とする

システムと相反する利害関係にある関心をもつ場合がある。 

注釈 2 JIS X 0170 における“stakeholder”の訳語は“利害関係者”であるが，ISO 9241 規格群の対応

JIS（例えば，JIS Z 8521）における訳語である“ステークホルダ”を用いる。なお，JIS Z 8521
では，“ステークホルダ（stakeholder）”を“意思決定又は活動に影響を与え，影響されることが

ある又は影響されると認知している，あらゆる人又は組織”と定義している。 

注釈 3 原文の例では，“End users (3.19)”となっているが，一般的には“end user”で一つの用語である

ため（3.19）を削除した。 
（出典：JIS X 0170:2025 の 3.44 を変更。注釈 2 及び注釈 3 を追加） 

3.12 
インタラクティブシステム（interactive system） 
ユーザ（3.19）が特定の目標（3.6）を達成するためにインタラクションするハードウェア，ソフトウェ

ア，サービス及び／又は人々の組合せ 

注釈 1 インタラクティブシステムには，開こん，ユーザ・マニュアル，オンラインヘルプ，人による

支援，保守などのサポート及びトレーニングが適宜含まれる。 

注釈 2 この定義では，ユーザがシステムとインタラクションすることを強調する。インタラクティブ

システムは，必要に応じて，ユーザ入力にフィードバックを提供し，システム内で又はほかの

システムによってさらなる動作を開始する。 
（出典：ISO 25065:2019 の 3.2.1） 

3.13 
タスク（task） 
特定の目標（3.6）を達成するために行う一連の活動 
（出典：JIS Z 8521:2020 の 3.1.11 を変更。注記を削除） 

3.14 
ユーザビリティ（usability） 

特定のユーザ（3.19）が特定の利用状況（3.3）において，システム，製品又はサービスを利用する際

に，効果（3.4），効率（3.5）及び満足（3.10）を伴って特定の目標（3.6）を達成する度合い 
（出典：JIS Z 8521:2020 の 3.1.1 を変更。注記を削除） 

3.15 
ユーザビリティ欠陥（usability defect） 

ユーザビリティ問題（3.17）を引き起こすインタラクティブシステム（3.12）の属性 

注釈 1 ユーザビリティ欠陥は，通常，インスペクション評価中に特定される。 

注釈 2 ユーザビリティ欠陥は，インタラクション性の誤り又は欠落，及びタスク（3.13）の不十分な支

援に起因する可能性がある。 

注釈 3 代表的なユーザビリティ欠陥には，次が含まれる。 

－ タスクを完了するために要求されていない不必要な追加のステップ 

－ 誤解を招く情報 

－ ユーザインタフェース上の不十分及び／又は不適切な情報 

－ 予期しないシステムレスポンス 

－ 制限されたナビゲーション 
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－ ユースエラー（3.18）によって生じる状況からの非効率な復帰の仕組み 

－ ユーザの身体的特性に適さないユーザインタフェースの物理的特性 

3.16 
ユーザビリティ所見（usability finding） 

特定されたユーザビリティ欠陥（3.15）及び／又はユーザビリティ問題（3.17），又は肯定的なユーザビ

リティ（3.14）関連の属性 

注釈 1 ユーザ要求事項（3.21），原則，デザインガイドライン，又は確立された慣習などの指定された基

準からのインタラクティブシステム（3.12）の属性の逸脱もユーザビリティ所見である。 

注釈 2 ユーザビリティ所見から，新規のユーザ要求事項が特定される可能性がある。 

注釈 3 原文の注釈 1 では，“user (3.19) requirements (3.9)”となっているが，“user requirements (3.21)”の

誤りであるため（3.19）及び（3.9）を削除し，（3.21）を追記した。この修正に伴い注釈 2 の（3.21）
を削除した。 

3.17 
ユーザビリティ問題（usability problem） 
効果（3.4），効率（3.5）又は満足（3.10）の不足をもたらす利用中の状況 

注釈 1 ユーザビリティ問題は，定性的及び／又は定量的ユーザビリティ（3.14）のテスト中に直接的

に観察されるか又は利用の分析から特定される。 

注釈 2 ユーザビリティ問題によって，一つ以上のユースエラー（3.18）が発生する可能性がある。 

注釈 3 ユーザビリティ問題は，利用上の困難さと呼ばれることもある。 

3.18 
ユースエラー（use error） 
製造業者が意図するものとは異なる又はユーザが期待するものとは異なる結果を引き起こすインタラク

ティブシステム（3.12）を使用する際のユーザ（3.19）の行為又はユーザの行為の欠如 

注釈 1 JIS Z 8521 では，“ユースエラー（use error）”を“製造業者の意図又はユーザの期待とは異なる

結果をもたらしたシステム，製品又はサービスを利用するユーザの行動又は行動の欠如”と定

義している。 
（出典：JIS T 62366-1:2022 の 3.21 を変更。“医療機器”を“インタラクティブシステム”に置換え，

注釈を削除） 

3.19 
ユーザ（user） 

システム，製品又はサービスとインタラクションする人 

注釈 1 システム，製品又はサービスのユーザは，システムを操作する人，システムの出力を利用する

人及びシステムをサポートする人（保守又は運用の訓練の提供を含む。）を含む。 

注釈 2 JIS X 25019 では，“利用者，ユーザ（user）”を“利用中，システムとインタラクションを行う又

はシステムから便益を得る，個人又はグループ”と定義している。 

注釈 3 JIS X 25010 は 2025 年の改正によって，JIS X 25002（品質モデルの概観及び利用），JIS X 25010
（製品品質モデル），JIS X 25019（利用時品質モデル）の三つの規格に分割して制定された。記

載内容との整合を図るため，規格番号を JIS X 25019 へ修正した。 

注釈 4 一次ユーザ及び二次ユーザはシステムとやり取りし，一次ユーザ及び間接ユーザはシステムの

恩恵を受けることが可能である。この定義には，ユーザとして機能する個人及び組織の幅広い
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理解が含まれる。 
（出典：JIS Z 8521:2020 の 3.1.7 を変更。注釈 2 及び注釈 4 を追加） 

3.20 
ユーザニーズ（user need） 
特定の利用状況（3.3）内で暗黙のうちに示され，又は述べられた，意図した成果を達成するために，

ユーザ（3.19）又はユーザの集合に必須であると特定された前提条件 

例 1 発表者（ユーザ）は，時間制限のあるプレゼンテーション（利用状況）において，時間内にプレ

ゼンテーションを完了する（意図した成果）ために，残り時間（前提条件）を知る必要がある。 

例 2 経理担当者（ユーザ）は，キャッシュフローの監視（利用状況）の一環として，毎日の会計記録

を完了する（意図した成果）ために，受領した請求書の数及びそれらの金額（前提条件）を知る

必要がある。 

注釈 1 ユーザニーズは，そのニーズのために提案されたいかなる設計解からも影響されない。 

注釈 2 ユーザニーズは，ユーザへのインタビュー，観察，調査，評価，専門家による分析など，様々

なアプローチに基づいて特定される。 

注釈 3 ユーザニーズは，あるべき姿と現状とのギャップ（又は不一致）を表すことが多い。 

注釈 4 ユーザニーズは，利用状況，ユーザによる優先順位，システムのほかの要求事項（3.9）とのト

レードオフ，制約を考慮して，ユーザ要求事項（3.21）に変換される。 
（出典： ISO/IEC 25064:2013 の 4.19） 

3.21 
ユーザ要求事項（user requirements） 

特定されたユーザニーズ（3.20）を満たすためにインタラクティブシステム（3.12）の設計及び評価の

基礎を提供する利用に関する要求事項（3.9） 

注釈 1 ユーザ要求事項は，ユーザ（3.19）が効果的に，効率的に，安全に，かつ満足できる方法でシス

テムを利用できるようにするために，ユーザニーズ及びユーザの能力から導出される。 

注釈 2 ユーザ要求事項は，ユーザに対する要求事項ではない。 

注釈 3 ユーザ要求事項には，ユーザ－システムインタラクション要求事項（3.22）及び利用関連品質

要求事項（3.23） が含まれる。 

注釈 4 ソフトウェア工学用語において，ユーザ要求事項には，ユーザニーズ及びユーザの能力から導

出する“機能的”及び“非機能的”両方の要求事項が含まれる。 
（出典： ISO 9241-220:2019 の 3.46） 

3.22 
ユーザ－システムインタラクション要求事項（user-system interaction requirements） 
目標（3.6）を達成するためにユーザ（3.19）が必要とするインタラクション（情報の認識，入力，選

択，出力の受信を含む）を指定するユーザ要求事項（3.21） 

注釈 1 ユーザ－システムインタラクション要求事項は，一般に定性的な用語で述べられている。 

注釈 2 原文の注釈 1 では，“User-system interaction requirements (3.9)”となっているが，誤りであるため

（3.9）を削除した。 
（出典： ISO 25065:2019 の 3.1.11 を変更。注釈を追加） 

3.23 
利用関連品質要求事項（use-related quality requirements） 
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インタラクティブシステム（3.12）の利用によって期待される成果，及び関連する品質基準を指定する

ユーザ要求事項（3.21） 

注釈 1 利用関連品質要求事項は，一般に定量的な用語で記載されている。 

注釈 2 原文の注釈 1 では，“Use-related quality requirements (3.9)”となっているが，誤りであるため（3.9）
を削除した。 

（出典： ISO 25065:2019 の 3.1.12 を変更。注釈を追加） 

4 ユーザビリティ評価の成果及び種類 

4.1 ユーザビリティ評価の成果 

ユーザビリティ評価は，次のような様々な成果をもたらす。 

－ 特定のユーザ要求事項が満たされているかどうかの判定 

－ 実際のユーザビリティ所見（否定的及び／又は肯定的） 

－ ユーザビリティ問題を引き起こすユーザビリティ欠陥の特定 

－ ユーザのパフォーマンスデータの提供 

－ インタラクティブシステムのユーザビリティに関するユーザの主観的反応の取り纏め 

－ 調達是非を判断するための根拠の提供 

ユーザビリティ評価報告書の内容は，評価の目的によって異なる。評価報告書は，評価結果の妥当性を

判断するのに十分な情報を提供することが望ましい。 

4.2 ユーザビリティ評価の種類 

ユーザビリティ評価は，次の種類の評価方法を用いた体系的なプロセスである。評価報告書の内容は，

用いる評価方法の種類によって異なる。 

a） インスペクション評価（ユーザビリティ欠陥及び問題の特定） 

－ ユーザビリティ欠陥，すなわち，評価対象における，ユーザ要求事項，原則，デザインガイドラ

イン又は確立された慣習などの指定された基準からの逸脱の特定 

－ ユーザビリティに関する潜在的な問題及びその利用による危害の特定 

b） ユーザビリティテスト（次の二つのテスト） 

－ 実際のユーザビリティ問題を特定するためにユーザの行動を観察する定性的ユーザビリティテス

ト 

－ ユーザのパフォーマンス及び反応を測定する定量的ユーザビリティテスト（例えば，タスクの遂

行に要する時間，ユースエラーの回数，皮膚コンダクタンス又は瞳孔径反応） 

注記 1 ユーザビリティテストは，模擬的に再現された利用環境で実施することも，“実際の”利用

環境で実施することも可能である。 

c） ユーザ調査 

－ ユーザから問題であると思うこと，意見，知覚及び反応を引き出すこと（すなわち，定性的ユー

ザ調査） 

－ ユーザの満足のレベルを測定すること（例えば，満足，効果，効率，審美性の評定尺度値）（すな

わち，定量的ユーザ調査） 
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－ ユーザからのほかの報告データを分析すること（例えば，観察データとともに個人から収集した

データ） 

注記 2 デモグラフィックデータといった参加者に関する情報の収集は，ユーザ調査の実施におい

て必須ではない。しかし，ユーザ調査の結果の解釈を補うために適用可能である。 

ユーザビリティ評価報告書には，上記 a）～c）の評価の一つ以上の種類に関する情報が含まれる。 

例 1 ユーザビリティテスト報告書には，ユーザがタスクを行う際に遭遇する問題を記載する（情報の

種類は“観察されたユーザの行動”である）。定量的ユーザビリティテスト報告書には，効果，効

率，満足の尺度が含まれる（情報の種類は“ユーザパフォーマンスの測定”及び“ユーザ調査”

である）。 

ユーザビリティ評価報告書において所見を報告する場合は，ユーザビリティ欠陥及びそれによって生じ

る結果を区別しなければならない。ユーザビリティ欠陥は，通常，インタラクティブシステムの不適切な

属性であるが，その結果は，発生する可能性があるか，又は観察若しくは報告された，ユーザビリティへ

の否定的な影響である。 

例 2 ウェブフォーム内で，必須の入力欄であるにもかかわらず，それが分かるようにマークされてい

ないということは，ユーザビリティ欠陥である。その結果は，ユーザが必要な入力項目を入力で

きず，ユースエラーを繰り返してしまう可能性があるということである。 

4.3 指定された評価基準に対する評価対象の適合性評価 

評価報告書データは様々な用途に利用可能である。一つの目的は，評価の対象が適合性基準とも呼ばれ

る特定の要求事項を満たすことを示すことである。指定された基準に対する評価の対象の適合性評価は，

JIS Q 17000:2005 において，“製品，プロセス，システム，要員又は機関に関する規定要求事項が満たされ

ていることの実証”として定義されている。適合性評価は，評価結果を事前定義された適合性基準と比較

することで構成される。適合性基準は，プロジェクト内で，又は第三者（例えば，規制当局）によって定

義することが可能である。適合性評価に適用できるデータを作成するには，厳密な評価が必要である。適

合性評価を適用する場合は，この規格の要求事項に従って文書化しなければならない。 

注記 1 正式な適合性評価は，定義された“適合性評価体系”が含まれる。公式な体系には，次のもの

が提供されている。 

a） 法的防衛性 

b） 契約上の適合性の証拠 

c） 評価者と団体間との適用の一貫性及び成果の比較可能性 

適合性評価体系は，国際的，地域的，国家的，及び準国家レベルで実施される。 

注記 2 対応国際規格では“ISO/IEC 17000”であるが，この規格に記載されている定義文は，現在の最

新版の一つ前の版である ISO/IEC 17000:2004 に対応しているため，JIS の記載も ISO/IEC 
17000:2004 に対応する版の年号を加えた。なお，最新版の ISO/IEC 17000:2020 に対応する JIS 
Q 17000:2022 では，“規定要求事項が満たされていることの実証”と定義されている。 

適合性評価は，ユーザビリティ評価報告書に含めることも，別の“適合性評価報告書”として発行する

ことも可能である。表 3 は，適合性評価の根拠として指定可能である様々な種類の適合性基準を示してい

る。根拠となるユーザビリティ評価が複数の種類の評価（例えば，インスペクション評価＋ユーザ観察＋

ユーザ調査）で構成されてる場合，一つの適合性評価に対して様々な組合せの指定された適合性基準が存

在する。 
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注記 3 一つの適合性評価に対して，適合性基準は，単独で用いる又は組み合わせて用いることが可能

である。この組合せの任意性を，表 3 では“及び／又は”と記載している。 

表 3－ユーザビリティ評価の種類及び対応する適合性基準 

ユーザビリティ評価の種類 評価対象となる指定された適合性基準の種類 

インスペクション評価 － ユーザとシステムとのインタラクション要求事項 

  例：“システムは，ユーザが所要時間に基づいてフライトを選択できる

ようにしなければならない”又は“システムは，ユーザが前回の購入内

容から次回の購入品目を選択できるようにしなければならない” 
及び／又は 

－ 原則 

  例：“エラーのロバストネスを活用する” 
及び／又は 

－ ガイドライン及び規制 

  例：“システムは，必須入力項目を任意入力項目と明確に区別できるよ

うにしなければならない”又は“システムは，スクリーンリーダーと互

換性がなければならない” 
及び／又は 

－ 設計規則 

  例：“編集ボタンは，常にフォームの右上隅にある” 

定性的ユーザビリティテスト － ユーザ－システムインタラクション要求事項 

  例：“システムは，ユーザが所要時間に基づいてフライトを選択できる

ようにしなければならない”又は“システムは，ユーザが前回の購入内

容から次回の購入品目を選択できるようにしなければならない” 

定量的ユーザビリティテスト － 利用関連品質要求事項 

  例：“全てのユーザの 95 %は，支援を受けることなく認証プロセスを正

常に完了できなければならない” 

ユーザ調査 － ユーザが報告した主観的な効果，効率，満足の尺度に関する特定の得点 

  例：“1（最小）から 5（最大）までの尺度で 3.5” 
及び／又は 

－ ユーザビリティ問題の報告された深刻度 

  例：“報告されたユーザビリティ問題が，調査グループのユーザによっ

て受け入れられないと判断された場合，評価の対象は，適合性評価に失

敗する” 

適合性基準として適用可能な原則及びガイドラインは，ISO 9241 規格群を含む様々な出典で公開されて

いる。これらの原則及びガイドラインは，オペレーティングシステム及び開発環境全体に適用されること

が多い（例えば，情報を符号化するための唯一の手段として，“色”を用いないことが望ましい”又は“必

要な入力フィールドは，任意の入力フィールドと視覚的に区別されることが望ましい”）。 

ユーザとの対話に関連する推奨事項は，JIS Z 852X 規格群及び ISO 9241 規格群の次のパートにある。 

－ JIS Z 8523－ユーザ向け案内 

－ JIS Z 8524－メニュー対話 

－ JIS Z 8520－インタラクションの原則 
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－ JIS Z 8522－情報提示の原則 

－ ISO 9241-125－視覚的情報提示に関する指針 

－ ISO/TS 9241-126－聴覚的情報提示に関する指針 

－ ISO 9241-129－ソフトウェア個人化に関する指針 

－ ISO 9241-143－書式 

－ ISO 9241-154－インタラクティブな音声応答（IVR）アプリケーション 

－ ISO 9241-161－視覚的ユーザインタフェース要素 

－ JIS X 8341-6－ソフトウェアアクセシビリティに関する指針 又は 高齢者・障害者等配慮設計指針

－情報通信における機器，ソフトウェア及びサービス－第 6 部：対話ソフトウェア 

－ ISO 9241-303－電子ディスプレイの人間工学要求事項 

－ ISO 9241-400－入力装置の指針，序論及び一般的な設計要求事項 

－ ISO 9241-410－入力装置の設計基準 

－ ISO 9241-500－インタラクティブシステムがおかれた環境を設計，評価する際の人間工学的原理 

－ ISO/TR 9241-810－ロボット，知能及び自律型システム 

－ ISO 9241-820－没入環境，拡張現実及び仮想現実におけるインタラクションの人間工学的指針 

－ ISO 9241-910－触知及び触覚のインタラクションの枠組み 

－ ISO 9241-920－触知及び触覚のインタラクションの指針 

適合性基準として用いることが可能であり，かつ，www.iso.org 及びほかの団体で閲覧が可能である，ユ

ーザ－システムインタラクション及びユーザインタフェースに関する指針を含むほかの国際規格がある。 

注記 4 確立された慣習は，適合性基準として用いることも可能である。これらには，通常，オペレー

ティングシステム又は開発環境の供給者がデザインガイドライン内で公表する規則が含まれる。 

例 確立された慣習の例としては，“ダイアログボックスの右下隅に常に“OK”及び“キャンセル”ボ

タンがある”などが挙げられる。 

5 適合性 

評価報告書は，評価の種類に適用可能な箇条 7 の必要な内容要素が全て含まれている場合，この規格に

適合する。 

6 評価報告書内の内容要素の概要 

評価を文書化するためのこの規格の箇条 6 の内容要素は，あらゆる種類のプロセスモデルに統合するこ

とが可能である。 

注記 インタラクティブシステムの人間中心設計のためのプロセスモデル及び関連する情報項目は，人

間中心設計プロセスを規定した ISO 9241-220 及び ISO/TS 18152，並びに人間中心設計の能力ア

セスメントを規定した ISO 9241-221 に含まれている。 

附属書 A は，要求及び推奨される情報を含むことを確実にするためのチェックリストを提供する。 

附属書 B は，この規格の要求事項及び推奨事項に基づいて，評価報告書を作成するために適用可能な評

価報告書テンプレートを提供する。 



 
X 25062：0000 (ISO 25062：2025) 

著作権法により無断での複製，転載等は禁止されております。 
（13） 

ユーザビリティ評価報告書には，次のセクションを含まなければならない。 

－ 要約 

－ 評価対象の説明 

－ ユーザビリティ評価の目的 

－ 評価方法 

－ データ分析及び分析結果 

ユーザビリティ評価報告書には，次のセクションを含むことが望ましい。 

－ 推奨事項 

－ 結論 

－ 附属書 

評価報告書における各セクションの内容要素は，実施する評価の種類によって決まる。さらに，常に必

須となる要素，及びそれらの要素（例えば，統計的な分析又は提供された推奨事項）が用いられているか

又はそれらの要素（例えば，評価に用いた対象物の部分又は測定量）が適用可能かによって，評価に応じ

て選択できる条件付き要素がある。 

評価には，複数の種類の評価（例えば，ユーザビリティテスト及びその後のユーザ調査）を含めること

が可能である。その結果，評価報告書には，両方の種類の評価の内容要素を含む場合がある。 

セクション及び内容要素を評価報告書に取り入れる順序は，ユーザビリティ評価報告書に求められる順

序として規定するものではない。さらに，内容要素自体のグループ化は，報告の作成者が定めることが可

能である（例えば，方法及び手順のような情報を評価報告書の一つのセクションに結合）。 

附属書 A は，評価の種類ごとに，全ての必要な内容要素及び全ての推奨される内容要素の概観を示す表

を含む。 

7.1～7.8 は，ユーザビリティ評価報告書に含まれる内容要素を記載する。報告書の各セクションは，3 種

類の評価（インスペクション評価，ユーザビリティテスト，及びユーザ調査）全てに適用する。 

7 評価報告書内の内容要素の記載 

7.1 要約 

ユーザビリティ評価報告書における当該セクションには，評価の要約を記載する。このセクションは，

報告書の技術的な本文を読まない可能性のある読者に対して，情報を共有することを意図している。 

要約には，次のものを含まなければならない。 

a） 評価対象の名称及び説明 

b） 手法及び手順の概略 

c） 主要な所見，推奨事項，関連する結論を含む結果の概略 

注記 1 実施された評価に基づいて要約だけが作成される場合もある。ただしこれは，この規格で規定

する評価報告書の代替とはならない。 

注記 2 要約は，ユーザビリティ評価に関するプレゼンテーションの材料として利用可能である。 
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7.2 評価対象の説明 

ユーザビリティ評価報告書における当該セクションには，実際に評価された対象について記載する。 

注記 評価対象の例としては，コンセプト，ユーザインタフェースのプロトタイプ，動作するソフトウ

ェア及びハードウェアの製品，又はインタラクティブシステムのコンポーネントなどが挙げられ

る。 

評価対象に関する情報には，次のものを含まなければならない。 

a） 正式名称及び，リリース又はバージョン 

b） 評価対象の簡単な説明，評価対象の目的，及び評価実施時の想定用途 

c） 評価した対象箇所（一部だけが評価された場合） 

d） 過去のユーザビリティ評価報告書の要約（該当する場合） 

7.3 ユーザビリティ評価の目的 

ユーザビリティ評価報告書における当該セクションには，評価が実施された理由及び対象物の指定箇所

だけが評価された理由（該当する場合）について記載する。 

注記 評価の目的には，次のものを含む場合がある。 

－ 設計プロセスへのフィードバックを提供することによる設計の改善 

－ ユーザビリティ欠陥及びユーザビリティ問題の特定 

－ ユーザ要求事項の確認又は特定 

－ 仮定事項の確認 

－ コンセプトのテスト 

－ ユーザビリティのレベル（すなわち，効果及び／又は効率及び／又は満足）の測定 

－ ベンチマークの確立 

－ 製品，システム又はサービスが，指定された適合性基準又は受入基準を満たしているかどうかの

評価 

－ 製品，システム又はサービスの長所及び短所の特定 

－ 不十分なユーザビリティから生じる結果の特定 

－ ユーザ及び／又はステークホルダ間の意見対立の解決 

－ 製品，システム又はサービスが利用可能かどうかの特定 

－ 認証の取得 

－ 内部品質判定ポイントのクリア 

－ 第三者機関の認証の合格 

7.4 評価方法 

7.4.1 概要 

評価報告書における当該セクションには，評価の設計及び実施に用いた方法を文書化するために必要な

内容要素を記載する。 

注記 評価手法に関連する詳細な内容要素については，附属書に記載することが可能である（7.8 参照）。 
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7.4.2 用いた評価の種類 

評価報告書における当該セクションには，どの種類の評価を用いたのかを記載しなければならない。 

注記 ユーザビリティ評価の種類を 4.2 に示す。 

7.4.3 評価者 

評価者とは，評価を実施する人々のことである。 

評価報告書における当該セクションには，ユーザビリティ評価に参加する評価者に関する情報を記載し

なければならない。 

評価者に関する情報は，評価報告書の読者が，評価者の専門性を判断することを可能にする。 

評価者に関する情報には，次のものを含まなければならない。 

a） 評価者の総数 

b） 各評価者の資格，及び所属（外部評価者の場合） 

c） 評価中の各評価者の役割 

注記 1 評価者の資格に関する情報には，一般の専門教育，評価の実施経験，ユーザビリティ評価の認

証などの特定の個人的資格，インタラクティブシステムの領域における専門知識（ユーザの代

表に関する知識を含む。）が含まれることが多い。 

注記 2 評価中の評価者の典型的な役割は，モデレータ，観察者，記録係，評価報告書編集者，操作者

（評価対象の挙動が評価中に外部制御される場合，例えば，アラームの状況を模擬するなど）

を含む。 

注記 3 個々の評価者は，評価中に複数の役割を担うことが可能である。 

7.4.4 テスト参加者 

テスト参加者とは，評価対象の実際のユーザ又は潜在的なユーザであり，行動及び／又はタスクパフォ

ーマンスが観察されるユーザビリティテストに参加する人々のことである。ユーザ調査の参加者は，テス

ト参加者に含まれる。 

評価報告書における当該セクションには，ユーザビリティ評価に参加するテスト参加者について，次の

情報を記載しなければならない。 

a） テスト参加者の総数 

b） 想定したテスト参加者の主要特性 

c） 実際のテスト参加者の主要特性 

定量的ユーザビリティテストの場合は，収集したデータの統計分析に適したテスト参加者の最低数を決

定しなければならない。 

注記 1 テスト参加者の主要特性は，評価の妥当性に関連する，意図したユーザグループの属性を特徴

付ける。 

注記 2 主要特性には，次のものを含む場合がある。 

－ 指定された関心のあるユーザグループを特定するために用いるデモグラフィックデータ（年齢な

ど） 
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－ 訓練，技能水準，確立された慣習などのタスク関連特性 

－ 人体寸法，筋力，視覚，聴覚などの身体特性及び感覚特性 

－ 読解力，習慣，言語，文化などの社会特性及び心理特性 

－ 職業又は肩書き，変化に対する耐性，リスクを取る文化などの組織及び社会特性 

－ 該当するユーザグループ（スマートフォンユーザ，固定電話ユーザなど，この評価のためにテス

ト参加者が代表するグループ） 

7.4.5 評価に用いるタスク 

評価報告書における当該セクションには，評価に用いるタスクを記載しなければならない。ユーザビリ

ティテスト（定性的又は定量的）を実施する場合，テスト参加者が実行しなければならないタスクを指定

する。 

注記 1 インスペクション評価は，タスクベースでも可能であるが，全てのインスペクション評価がタ

スクベースであるわけではない。 

注記 2 ユーザ調査では，ユーザのコメントが関連するタスクを可能な限り特定することが重要である。 

タスクに関する情報には，次のものを含まなければならない。 

a） 評価に用いるタスク 

評価に用いるタスクを，意図したユーザグループ，タスクの名称，タスクの開始時点の前提条件，

及び具体的な手段を参照せずにテスト参加者が達成することが期待される意図した結果によって表現

する。 

b） 各タスクのタスクシナリオ 

タスクシナリオは，各タスクの事例を物語形式で記載したものであり，テスト参加者又は評価者が

インタラクティブシステムを利用してタスクを完了し，意図した成果を得られるようにするためのも

のである。 

注記 3 タスクシナリオは通常，ユーザ調査では用いない。 

c） 各タスクの正常なタスク完了又はタスクの中止の基準（ユーザビリティテストの場合だけ） 

正常なタスク完了又はタスクの中止の基準は，タスクを完了するか中止するかのいずれかで，テス

ト参加者ごとにタスクを終了するためである。これらの基準は，ユーザビリティテスト（定性的又は

定量的）の参加者には知らされない。 

例 1 ユーザがタスクシナリオで指定された全てのアイテムの購入に成功した認識を表明した時点で，

タスクを終了する。 

例 2 ユーザが，タスクを完了したと表明した時点で，タスクを直ちに終了する。 

例 3 30 分以上経過した場合，タスクを終了する。 

例 4 3 回失敗した場合，タスクを終了する。 

d） 用いたタスクの根拠 

タスクの根拠には，選択されたタスクが評価にとって重要であると判断した理由を説明する。 

例 5 選択した各ユーザグループの最も頻度の高いタスクを評価に用いた。 

例 6 人間に危害を及ぼす可能性のあるタスクを評価に用いた。 

例 7 評価に用いたタスクの出所は，製品の利用に関するユーザへの利用状況に関するインタビューで

あった。 
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7.4.6 評価環境 

7.4.6.1 技術環境 

技術環境の記載には，評価対象の正確な機能を有効にするために利用した全てのハードウェア及び／又

はソフトウェアを含まなければならない。 

例 1 人工呼吸器の場合は，240 V の電源及び据え置き式の酸素供給機。 

例 2 モバイルアプリの場合は，アプリを評価したモバイル機器の名称及びバージョン，並びにオペレ

ーティングシステム及びそのバージョン。 

7.4.6.2 物理環境，社会環境，文化及び組織環境 

評価を実施した物理環境，社会環境，文化及び組織環境の記載は，同一の条件下で評価手順の繰返しを

可能にするために十分な詳細を提供しなければならない。 

注記 1 物理環境，社会環境，文化及び組織環境の記載は，インタラクティブシステムの模擬的に再現

した利用環境，又は実際の利用環境で実施されるユーザビリティテスト（定性的及び定量的）

にとって特に重要である。 

注記 2 物理環境，社会環境，文化及び組織環境の記載には，画像及び映像を含む場合がある。 

例 1 模擬的に再現した利用環境には，ユーザビリティラボ，会議室又は家の環境を含む場合がある。 

例 2 遠隔ユーザビリティテストでは，ビデオ会議，音声会議，及び画面共有を利用する。 

例 3 暗い放射線検査室でユーザビリティテストを実施した。 

例 4 文化の多様性に対応するために，ユーザビリティテストを三大陸で実施した。 

例 5 券売機のユーザビリティテストを多くの人が機械の前で待ち行列を作る地下鉄の駅で実施した。 

例 6 ほとんどの労働者が昼食に出かける時間帯に，ユーザビリティテストを工場内の現場作業エリア

で実施した。 

例 7 ゲーム大会において，実際のゲーマーをテスト参加者として（便宜抽出）ユーザビリティテスト

を実施した。 

7.4.6.3 評価の一部として利用する資源（適宜） 

資源の記載には，評価中に利用した関連するハードウェア，ソフトウェア，及び材料を含まなければな

らない。 

例 集中治療室で利用する人工呼吸器が評価対象である。利用する資源には，生体情報モニタ（患者の

バイタルサインを模擬的に再現）及び患者ダミー（実際の患者の代わりに人体模型を用いて評価可

能）を含む。 

7.4.6.4 評価管理ツール（適宜） 

評価管理ツールの記載には，評価の制御又はデータの記録に利用するハードウェア又はソフトウェアを

含まなければならない。 

例 映像及び／又は音声の記録装置，マジックミラー，データ自動収集装置。 

7.4.7 評価中に収集したデータ 

7.4.7.1 概要 
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評価報告書における当該セクションには，評価中に収集したデータを含まなければならない。収集した

データの種類は，実施した評価の種類によって異なる。 

7.4.7.2 特定されたユーザビリティ欠陥 

この内容要素では，インスペクション評価中に収集される，事前定義された基準（例えば，ユーザ要求

事項，原則，デザインガイドライン又は確立された慣習）からの評価対象の逸脱を特定する。 

注記 逸脱には，基準から逸脱し，ユーザビリティ問題を引き起こすと予想される，評価対象とのユー

ザ－システムインタラクションの全ての属性を含む。 

例 1 “キャンセル”ボタンがないダイアログボックス。 

例 2 重要な制御はナビゲーションなしで識別できる（基準）というユーザ要求事項のある利用状況に

おいて，緊急停止ボタンがメニュー項目の下に配置されている（逸脱）。 

7.4.7.3 観察されたユーザビリティ所見（否定的及び肯定的） 

この内容要素は，特にユーザビリティテスト中に収集される全ての種類の観察可能なユーザビリティ所

見を特定する。 

注記 定性的ユーザビリティテストで収集されるデータには，次のものを含む場合がある。 

－ テスト参加者がタスクの進め方を知らなかったということ 

－ ユースエラー 

－ テスト参加者が示した不快感 

－ テスト参加者が示した苛立ち 

－ テスト参加者が示した満足感 

－ 特定のユーザ要求事項が満たされている（又は満たされていない）ことを示す証拠 

7.4.7.4 記録されたユーザのパフォーマンスデータ 

この内容要素では，特に定量的ユーザビリティテストで収集した効果及び効率に関連する全ての種類の

パフォーマンスデータを特定する。パフォーマンスデータとは，測定に焦点を当てて数値を求める具体的

な観測データである。 

注記 パフォーマンスデータ指標には，次のものを含む場合がある。 

－ タスク結果の正確性及び完全性 

－ タスク達成の度合い 

－ タスクに費やした時間 

－ ユースエラーの発生件数及び発生頻度 

－ マウスのクリック，タッチ操作又はジェスチャ入力の回数 

－ キー入力の回数 

－ ポインティングデバイスで画面上を移動した距離 

－ 生体情報（例えば，皮膚コンダクタンス，血圧） 

7.4.7.5 ユーザが報告した定性的な知覚及び反応 

この内容要素では，特に定性的ユーザ調査で収集したユーザが報告した定性的データ（評価対象に関す

る主観的経験に基づいてテスト参加者が報告したもの）及び利用した手段（例えば，質問紙）を特定する。 
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注記 1 ユーザが報告した定性的データには，次のものを含む場合がある。 

－ 経験した問題 

－ 肯定的な経験 

－ 期待 

－ 提案 

注記 2 ユーザが報告した問題には，主観的な重大度評価を加えることがある。 

7.4.7.6 ユーザが報告した知覚及び反応の定量的評価 

この内容要素では，特に定量的ユーザ調査で収集したユーザが報告した定量的データ（評価対象に関す

る主観的経験に基づいてテスト参加者が報告したもの）及び利用した手段（例えば，質問紙）を特定する。 

注記 1 ユーザが報告した定量的データは，事前定義された尺度で評価された体験である。 

注記 2 ユーザが報告した定量的データには，次の項目に関する評点を含む場合がある。 

－ 満足 

－ 快適さ 

－ 信用 

－ 態度 

－ 魅力 

－ 努力 

－ 知覚された効果 

－ 知覚された効率 

7.4.8 適合性評価の追加内容（適宜） 

この内容要素では，適合性評価体系（評価体系の名称，バージョン，評価対象で満たすべき適合性基準）

を記載する。 

注記 1 適合性評価体系には，国際的，地域的，国家的，準国家的，又は企業内部の各レベルがある。 

注記 2 JIS Q 17060 は，適合性評価の対象，規定要求事項，活動，機関，システム，体系及び結果を含

め，適合性評価の全ての要素について，適正な実施を推奨している。 

例 電子投票システムは，定義された適合性評価体系の基準を満たすユーザビリティテストに合格する

必要がある。 

7.5 データ分析及び分析結果 

7.5.1 データ分析 

7.5.1.1 概要 

ユーザビリティ評価報告書における当該セクションには，収集したデータの分析方法について記載する。

推奨事項（7.6 参照）及び結論（7.7 参照）の根拠を示すためには，分析方法の詳細を十分に記載しなけれ

ばならない。 

7.5.1.2 収集したデータの分析方法 

この内容要素には，観察，測定又は収集したデータの分析方法を記載する。 
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注記 対象読者に応じて，データの記述統計を用いることが適切である。 

例 1 収集したデータの分布をグラフで示す。 

例 2 幾何平均及び算術平均を記載する。 

7.5.1.3 想定したデータと収集したデータとの差異（該当する場合） 

この内容要素には，収集予定のデータ及び実際に収集したデータの違いを記載する。 

例 製造現場でのユーザビリティテストの開始時点において，シフト管理者を想定したタスクを実際に

遂行するのは現場リーダーであるとの報告がある。そのため，想定したデータは“現場リーダー”

のユーザグループから収集する。 

7.5.1.4 分析に用いなかったデータ（該当する場合） 

この内容要素には，分析時に除外した収集データ及び除外した理由を記載する。 

注記 誤りのある又は疑わしいデータを分析に用いない。 

例 1 ユーザビリティテストにおいて，全ての参加者が，ある評価タスクについて，自分にとって意味

がなかったと述べた。したがって，このタスクのテスト結果を分析に用いなかった。 

例 2 外れ値を明示し，その外れ値が分析において重要でない場合には，データから除外する。 

7.5.1.5 データの尺度化（ユーザビリティテスト及びユーザ調査時） 

この内容要素には，収集したデータと後の分析に用いる値との対応関係を記載する。 

例 ユースエラーをどのように分類するか。参加者の年齢をどの年齢範囲に対応させるか。支援の下で

生じたユースエラーをどのような値に対応させるか。 

7.5.1.6 統計分析（ユーザビリティテスト及びユーザ調査に用いる場合） 

この内容要素には，データの分析に用いた統計分析手法を明示し記載する。 

注記 定量分析から得られたデータから計算した平均値については，統計的有意性を示すことが可能で

ある。 

例 1 収集したデータの統計的有意性を示すために，Student の t-検定又は F-検定を用いる。 

例 2 統計分析には，システムユーザビリティスケール（SUS），ネットプロモータスコア（NPS）及び

AttrakDiff に基づくスコアを用いる。 

例 3 データの平均には，標準偏差及び平均の標準誤差を付記する。 

7.5.2 データ分析結果の報告 

7.5.2.1 概要 

評価報告書における当該セクションには，収集したデータの分析結果を記載する。 

注記 1 結果は見やすく分かりやすく記載することが重要である。 

注記 2 結果は，読者にとって最も分かりやすい順序に並べる。例えば，報告をタスク（テストプロト

コルの順序に従う。）順に並べる，又は，重大度（問題の影響及び重要度）の順に並べる。 

注記 3 ステークホルダにとっては，評価報告書とは別にスライド資料があると有益な場合がある。ス

ライドを使う場合は，スライドを評価報告書の内容に基づいて作成することが重要である。 

注記 4 一部の規制当局では，結果報告の際に決まった様式を要求している。 
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注記 5 画面キャプチャ及び参加者の映像は，特定のユーザビリティ所見を強調可能である。表又はグ

ラフを用いることで，複雑な結果を簡潔に提示可能である。データの視覚化は，概要を伝える

上で効果的である。図表は，定量的データを手早く説明する際に効果的である。特に棒グラフ

は，リッカート尺度などから得られる主観的データを示す際に有用である。 

注記 6 平均値で示す定量的データについては，通常，平均値の標準偏差及び標準誤差，又は信頼区間

を示す。標本の大きさ，有意水準及びデータの解析方法などに関する詳細な情報が求められる

場合がある。 

実施したユーザビリティ評価の種類に基づき，データ分析結果には，次の細分箇条の内容要素を含まな

ければならない。 

7.5.2.2 ユーザビリティ所見 

7.5.2.2.1 概要 

7.5.2.2 は，ユーザビリティ評価で特定される全てのユーザビリティ所見を網羅している。 

7.5.2.2.2 特定されたユーザビリティ欠陥 

この内容要素には，評価対象の属性が原則，ガイドライン，及び確立された慣習又は指定されたユーザ

要求事項から逸脱していることに関するユーザビリティ欠陥を記載する。 

例 1 インスペクション評価において，評価者がほとんどのダイアログボックスに“キャンセル”ボタ

ンがないことを指摘した。 

例 2 インスペクション評価において，評価者が画像と説明文とが関連していないことを指摘した。 

注記 1 ユーザビリティ欠陥は，ユーザビリティテスト時だけでなく，インスペクション評価によって

も確認可能である。 

注記 2 評価対象の属性が基準からどれだけ逸脱しているかを対応付けて整理すると，結果を分かりや

すく示すことが可能である。 

注記 3 ユーザビリティ欠陥の説明には，スクリーンショット及び映像記録が効果的である。 

7.5.2.2.3 潜在的なユーザビリティ問題 

この内容要素には，評価対象の属性が原則，ガイドライン，及び確立された慣習又は指定されたユーザ

要求事項から逸脱していること（ユーザビリティ欠陥）から生じるユーザビリティ問題の可能性について

記載する。ユーザビリティ問題を挙げる場合には，その根拠を示すことが望ましい。これらの根拠には，

リスク及びその重大さなどが含まれる。 

例 1 インスペクション評価中にショッピングカートの品目数が更新されなかったこと（ユーザビリテ

ィ欠陥）によって，ユーザは同じ品目を繰り返しカートに追加する可能性がある（潜在的なユー

ザビリティ問題）。 

例 2 ラベルの不統一（ユーザビリティ欠陥）によって，ユーザがタスクの実行中に混乱する可能性が

ある（潜在的なユーザビリティ問題）。 

7.5.2.2.4 観察されたユーザビリティ問題 

この内容要素には，定性的又は定量的ユーザビリティテストによって特定されたユーザビリティ問題を

記載する。 
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例 定性的ユーザビリティテストにおいて，ほとんどのユーザがナビゲーションによって特定の情報を

見つけられなかった（ユーザビリティ問題）。 

注記 原文では 7.5.2.2.4 及び 7.5.2.2.5 の記載内容が重複しており，明らかな誤記であるため修正した。 

7.5.2.2.5 肯定的なユーザビリティ所見 

この内容要素には，定性的又は定量的ユーザビリティテストによって特定された肯定的なユーザビリテ

ィ所見を記載する。 

例 定性的ユーザビリティテストにおいて，ほとんどのユーザが検索エンジンを利用して特定の情報を

見つけることができた（肯定的なユーザビリティ所見）。 

注記 原文では 7.5.2.2.4 及び 7.5.2.2.5 の記載内容が重複しており，明らかな誤記であるため修正した。 

7.5.2.2.6 記録されたユーザのパフォーマンスデータ 

この内容要素には，タスク又は各タスクグループにおけるパフォーマンスの結果を特徴付ける，収集し

た測定量を記載する。 

例 1 自動車のオンラインカスタマイズシステムを利用した結果，15 人中 80 %のユーザが 7 分以内で

新車のカスタマイズに成功した。このパフォーマンス測定量である，7 分間でのタスク達成率の

信頼区間は 75 %～90 %であった。 

例 2 定量的ユーザビリティテストにおいて，5 人のユーザが登録を完了するまでにパスワードの入力

を 3 回以上間違えた。 

注記 ユーザの行動を観察しながら，パフォーマンスデータは収集される。パフォーマンスデータには，

次のものを含む場合がある。 

－ タスク結果の正確性及び完全性（効果） 

－ タスク達成率 

－ タスクの所要時間 

－ ユースエラーの回数及び発生頻度 

－ マウスのクリック回数，タッチ操作，ジェスチャの回数 

－ キー入力回数 

－ ポインティングデバイス（例：マウス）による画面上での移動距離 

－ 注視点の軌跡 

－ 心理的データ（例：感情，そわそわした動き，注意の度合い） 

－ 生理的データ（例：皮膚コンダクタンス，血圧） 

7.5.2.2.7 ユーザが報告した定性的な知覚及び反応 

この内容要素には，ユーザが報告した問題，知覚及び反応を記載する。 

例 1 医療機器を利用した医師の半数が，利用中に危険を感じた。 

例 2 5 人のユーザが，タスクを完了できなかったのは自分の技術力不足のせいだと考えた。 

注記 1 ユーザが報告した問題，知覚及び反応は，標準化された質問紙によって収集可能である。 

注記 2 ユーザは観察中に，自発的に問題，知覚及び反応を報告する場合がある。 

7.5.2.2.8 ユーザが報告した知覚及び反応の定量的評価 
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この内容要素には，ユーザの満足又は知覚レベルを測定した結果を記載する。 

例 1 SUS の質問紙調査によるユーザ 20 人のインタラクティブシステムの総合得点は 78 点であった。 

例 2 ユーザは，インタラクティブシステムの満足を 5 段階中 4 で評価した（1 が最低評価，5 が最高評

価）。 

7.6 推奨事項 

ユーザビリティ評価報告書における当該セクションには，評価結果及びその解釈に基づいて評価対象を

改善するための一連の推奨事項を記載する。 

注記 1 推奨事項は，評価結果及び結論に基づいて，具体的又は一般的な内容となる場合がある。 

注記 2 推奨事項は，評価対象を改善することを目的とした評価に特に有用である。 

注記 3 推奨事項自体は，所見ではない。ユーザビリティ評価の所見の分析によって裏付けられた推奨

される変更点である。 

例 1 全ての参加者がシステム状態の解釈に困難を覚えたため，ステータス情報は現状のユーザへの指

示とは異なる提示方法が必要である。 

例 2 Web サイト上の全ての画像には，関連付けられた代替テキストが必要である。 

例 3 10 名の参加者のうち 8 名がホテル公式サイトでの予約を完了できなかったので，チェックアウト

プロセスの再設計が必要である。 

7.7 結論 

ユーザビリティ評価報告書における当該セクションには，評価結果の解釈を記載する。これは，詳細に

検討すべきユーザビリティ所見を特定するのに役立つ。 

注記 結論は，特定のステークホルダから求められることがある。 

例 1 FDA（米国食品医薬品局）は，医療機器の各総括的評価について，当該医療機器が想定したユー

ザ，利用目的及び利用環境に対して安全かつ有効であると認められたことについての結論文を要

求している。 

例 2 評価の所見に基づき，より多くのユーザリサーチが要求される。 

例 3 ユーザインタフェースは，評価の所見に基づいて改善する必要がある。 

7.8 附属書 

7.8.1 概要 

評価報告書の附属書には，7.8.2～7.8.8 に記載の内容要素を含むことが望ましい。 

7.8.2 評価プロトコル 

評価報告書には，後日の再現を可能にするため，又は将来の研究において再利用若しくは修正が可能な

ように，評価プロトコルに関する詳細を十分に記載することが望ましい。 

評価プロトコルは，要求される情報を収集するために評価者が評価の一部として行う各活動を，参加者

とのインタラクション（許容される場合）を含めて規定する。評価プロトコルは，各評価者の役割（典型

的な役割については，7.4.3 参照）に応じた各活動を，実施しなければならない順序で規定する。 

評価プロトコルは，参加者に与える指示と同様に，それぞれの実験操作及びそれがいつ行われるかを特
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定する。 

例 1 モデレータは，機器の設定を調整して，テスト参加者に患者の状態を再現する。 

例 2 モデレータは，5 分間後に介入してタスクの活動を終了させる。テスト参加者は後続のタスクに

誘導されるか，そのセッションは終了される。 

7.8.3 評価を実施するための組織活動の順序 

この内容要素では，各参加者の迎え入れから送り出しまでの，定性的又は定量的ユーザビリティテスト

で各評価セッションを実施するための組織活動の順序を記載する。 

注記 これには，次のものを含む場合がある。 

－ 評価セッションを実施し，データを記録するためのステップ 

－ 秘密保持契約，書類への記入，ウォームアップ，事前トレーニング及び事後振り返りの詳細 

－ 参加者に金銭による報酬があるか又はそれ以外の報酬があるか 

－ 参加者が自身の権利を認識し，理解していることの確認 

7.8.4 独立変数 

この内容要素には，定性的及び定量的ユーザビリティテストにおいて，評価者によって制御される変数

を記載する。評価の目的が，利用状況の相違が評価対象のユーザビリティに及ぼす影響の特定である場合，

これは特に重要である。 

例 参加者の習熟度，参加者の年齢，騒音レベル，照明条件などを独立変数とすることが可能である。 

7.8.5 事前定義された評価基準 
この内容要素には，インスペクション評価，ユーザビリティテスト，又は適合性評価において評価対象

が評価される基準を記載する。 

注記 これらの事前定義された評価基準には，次のものを含む場合がある。 

－ インスペクション評価用 

－ 原則又はヒューリスティック 

－ ガイドライン 

－ 確立された慣習 

－ インスペクション評価及びユーザビリティテスト用 

－ ユーザ要求事項 

－ 適合性評価用 

－ 公表されている適合性評価基準（7.4.8 参照） 

例 1 テストに用いる原則は，“ユースエラーへの耐性”である。 

例 2 テストに用いるガイドラインは，“必須入力欄と任意入力欄とは視覚的に区別されなければならな

い”である。 

例 3 テストに用いるアクセシビリティのガイドラインは，“移動，点滅，スクロール，又は自動更新中

の情報が表示される場合は，ソフトウェアは，ユーザが表示を一時停止又は停止できるようにし

なければならない（ただし，単純な進行状況を示すインジケータを除く。）”である。 

例 4 テストに用いるユーザ要求事項は，“このシステムで，ユーザは，患者のバイタルサインが継続的

に減少していることを認識できなければならない”である。 
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例 5 テストに用いる確立された慣習は，“編集ボタンは常にフォームの右上隅に置く”である。 

7.8.6 参加者に与える一般的な指示 

この内容要素には，テスト参加者に与える一般的な指示の内容を記載する。 

注記 これには，次のものを含む場合がある。 

－ 評価手順の背景情報 

－ 参加者がその場にいるほかの人とどのように接するべきかについての指示。これは，必要に応じ

て，援助の求め方，及びほかの参加者との接し方についての指示を含む。 

7.8.7 タスクに関する具体的な指示 

この内容要素には，定性的及び定量的ユーザビリティテストにおいて，参加者又は評価者に与えたタス

クを完了するための具体的な指示の内容を記載する。 

注記 これには，次のものを含む場合がある。 

－ タスク指示自体 

－ タスクごとの時間制限 

7.8.8 倫理及び知的財産に関する追加内容 

この内容要素には，ユーザビリティ評価に関連する次のような倫理に関する情報を記載する。 

a） 同意書 

注記 1 同意書は通常，ユーザビリティテストのテスト参加者に用いる。また，テスト参加者から

の文書による確認なしに同意が得られる場合もある。 

注記 2 法定要求事項（知的財産も含む。）によっては，書面による同意が必要となる場合がある。 

例 1 同意書は，ユーザビリティテスト中の映像及び／又は音声を記録することへの参加者の同意を求

めるためのものである。 

b） データ管理方針 

注記 3 データ管理方針は，データの保存及び利用に関する項目を網羅している。 

例 2 テスト参加者を示す記録は，参加者との合意に従って破棄する。 

例 3 ユーザに関するデータは匿名化するため，各テスト参加者の個人が特定される情報は評価報告書

には記載しない。 

例 4 ユーザに関連するデータは，法定要求事項に従って取扱う。 

c） 謝礼に関する方針 

注記 4 テスト参加者に対して，評価への参加の見返りとして謝礼が提供される場合がある。 

例 5 テスト参加者がユーザビリティテストを完了できなかった場合でも，謝礼は支払われる。 

d） 評価報告書の作成における人工知能（AI）の利用 

注記 5 評価報告書の一部又は全てが AI を用いて作成された場合，その旨を読者に示すことが適

切である。 

例 6 AI によって自動生成された箇所は，その旨が分かるように明示する。 
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附属書 A 
（参考） 

ユーザビリティ評価報告書の内容要素のチェックリスト 

表 A.1 は，評価計画を支援し，報告書が完成したときに評価の完全性を示すために利用することが可能

である。適用性の欄は，この規格における評価の種類に応じて用いる内容要素を示している。チェックリ

ストは，報告書に内容要素が含まれていることを特定するためにも用いる。表内では，チェックマーク“✓”

は必須の内容要素を示し，クエスチョンマーク“（?）”は，評価の具体的内容に応じて報告書に含まれる内

容要素を示す。 
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表 A.1 --チェックリスト 

細分箇条 内容要素 ユーザビリティ評価報告書の種類への適用性 報告書に含ま

れているか？ 
インスペクシ

ョン評価 
定性的ユーザビ

リティテスト 
定量的ユーザビリ

ティテスト 
定性的ユーザ調

査 
定量的ユーザ調

査 

7.1 要約 

  評価対象の名称及び説明 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ☐ 

  手法及び手順の概略 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ☐ 

  主要な所見を含む結果の概略 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ☐ 

  推奨事項及び関連する結論 （?） （?） （?） （?） （?） ☐ 

7.2 評価対象の説明 

  正式名称及びリリース又はバージョン ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ☐ 

  評価対象の簡単な説明 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ☐ 

  評価対象の目的 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ☐ 

  評価を実施時の想定用途 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ☐ 

  評価した対象箇所 （?） （?） （?） （?） （?） ☐ 

  過去のユーザビリティ評価報告書の要約 （?） （?） （?） （?） （?） ☐ 

7.3 ユーザビリティ評価の目的 

  評価が実施された理由 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ☐ 

  対象物の指定箇所だけが評価された理由 （?） （?） （?） （?） （?） ☐ 

7.4 評価方法 

7.4.2 用いた評価の種類 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ☐ 

7.4.3 評価者 

  評価者の総数 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ☐ 

  各評価者の資格及び所属（外部評価者の場合） ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ☐ 

  評価中の各評価者の役割 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ☐ 
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細分箇条 内容要素 ユーザビリティ評価報告書の種類への適用性 報告書に含ま

れているか？ 
インスペクシ

ョン評価 
定性的ユーザビ

リティテスト 
定量的ユーザビリ

ティテスト 
定性的ユーザ調

査 
定量的ユーザ調

査 

7.4.4 テスト参加者 

  テスト参加者の総数 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ☐ 

  想定したテスト参加者の主要特性 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ☐ 

  実際のテスト参加者の主要特性 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ☐ 

7.4.5 評価に用いるタスク 

  評価に用いるタスク ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ☐ 

  各タスクのタスクシナリオ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ☐ 

  各タスクの正常なタスク完了又はタスクの中止の基準 該当なし （?） ✓ 該当なし 該当なし ☐ 

  用いたタスクの根拠 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ☐ 

7.4.6 評価環境 

7.4.6.1 利用したハードウェア及び／又はソフトウェアを含む技術環

境の記載 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ☐ 

7.4.6.2 評価を実施した物理環境，社会環境，文化及び組織環境の記

載 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ☐ 

7.4.6.3 評価中に利用した関連するハードウェア，ソフトウェア及び

材料を含む利用した資源の記載 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

☐ 

7.4.6.4 評価の制御又はデータの記録に利用するハードウェア又はソ

フトウェアを含む評価管理ツールの記載 
（?） （?） （?） （?） （?） 

☐ 

7.4.7 評価中に収集したデータ（ユーザビリティ欠陥，ユーザビリ

ティ所見，ユーザのパフォーマンスデータ，ユーザが報告し

た定性的又は定量的なデータ） 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
☐ 

7.4.8 適合性評価体系 （?） （?） （?） （?） （?） ☐ 

7.5 データ分析及び分析結果 

7.5.1 データ分析 

7.5.1.2 収集したデータの分析方法 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ☐ 
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細分箇条 内容要素 ユーザビリティ評価報告書の種類への適用性 報告書に含ま

れているか？ 
インスペクシ

ョン評価 
定性的ユーザビ

リティテスト 
定量的ユーザビリ

ティテスト 
定性的ユーザ調

査 
定量的ユーザ調

査 

7.5.1.3 想定したデータと収集したデータとの差異 （?） （?） （?） （?） （?） ☐ 

7.5.1.4 分析に用いなかったデータ （?） （?） （?） （?） （?） ☐ 

7.5.1.5 データの尺度化 （?） 該当なし ✓ 該当なし ✓ ☐ 

7.5.1.6 データの分析に用いた統計分析手法 （?） 該当なし ✓ 該当なし ✓ ☐ 

7.5.2 データ分析結果の報告 

7.5.2.2 ユーザビリティ所見 

7.5.2.2.2 特定されたユーザビリティ欠陥 ✓ ✓ ✓ 該当なし 該当なし ☐ 

7.5.2.2.3 潜在的なユーザビリティ問題 ✓ ✓ ✓ 該当なし 該当なし ☐ 

7.5.2.2.4 観察されたユーザビリティ問題 該当なし ✓ ✓ 該当なし 該当なし ☐ 

7.5.2.2.5 肯定的なユーザビリティ所見 該当なし ✓ ✓ ✓ ✓   

7.5.2.2.6 記録されたユーザのパフォーマンスデータ 該当なし （?） ✓ 該当なし 該当なし ☐ 

7.5.2.2.7 ユーザが報告した定性的な知覚及び反応 該当なし （?） （?） ✓ 該当なし ☐ 

7.5.2.2.8 ユーザが報告した知覚及び反応の定量的評価 該当なし 該当なし 該当なし 該当なし ✓ ☐ 

7.6 推奨事項 （?） （?） （?） （?） （?） ☐ 

7.7 結論 （?） （?） （?） （?） （?） ☐ 

7.8 附属書 

7.8.2 評価プロトコル （?） （?） （?） （?） （?） ☐ 

7.8.3 評価を実施するための組織活動の順序 （?） （?） （?） （?） （?） ☐ 

7.8.4 独立変数 （?） （?） （?） （?） （?） ☐ 

7.8.5 事前定義された評価基準 （?） （?） （?） （?） （?） ☐ 

7.8.6 参加者に与える一般的な指示 （?） （?） （?） （?） （?） ☐ 

7.8.7 タスクに関する具体的な指示 （?） （?） （?） （?） （?） ☐ 
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細分箇条 内容要素 ユーザビリティ評価報告書の種類への適用性 報告書に含ま

れているか？ 
インスペクシ

ョン評価 
定性的ユーザビ

リティテスト 
定量的ユーザビリ

ティテスト 
定性的ユーザ調

査 
定量的ユーザ調

査 

7.8.8 論理及び知的財産に関する追加内容 

  同意書 （?） （?） （?） （?） （?） ☐ 

  データ管理方針 （?） （?） （?） （?） （?） ☐ 

  謝礼に関する方針 （?） （?） （?） （?） （?） ☐ 

  評価報告書の作成における人工知能（AI）の利用 （?） （?） （?） （?） （?） ☐ 



 
 

  

附属書 B 
（参考） 

評価報告書の構成 

この附属書に示された評価報告書の構成は，この規格における要求事項及び推奨事項に基づいて評価報

告書を作成するために用いることが可能である。 
1 表紙 

 ［評価対象の製品名及びバージョン］ 

 ［評価責任者名］ 

 ［評価実施日］ 

 ［報告書作成日］ 

 ［報告書作成者名］ 

 提出先： 

 ［顧客企業名］ 

 ［顧客企業担当者名］ 

 問い合わせ先： ［問い合わせ及び／又は不明点に関する担当者名］ 

 電話番号：［供給元の電話番号を入力］ 

 電子メール：［供給元の電子メールアドレスを入力］ 

 宛先：［供給元の郵送先又は所在地を入力］ 

2 要約 

3 評価対象の説明 

4 ユーザビリティ評価の目的 

5 評価方法 

 5.1 用いた評価の種類 

 5.2 評価者 

 5.3 テスト参加者 

 5.4 評価に用いるタスク 

 5.5 評価環境 

  5.5.1 技術環境 

  5.5.2 評価を実施した物理環境，社会環境，文化及び組織環境の記載 

  5.5.3 評価の一部として利用する資源（適宜） 

  5.5.4 評価管理ツール（適宜） 

 5.6 評価中に収集したデータ 

  5.6.1 特定されたユーザビリティ欠陥 

  5.6.2 潜在的なユーザビリティ問題 

  5.6.3 観察されたユーザビリティ問題 

  5.6.4 肯定的なユーザビリティ所見 

  5.6.5 記録されたユーザのパフォーマンスデータ 
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  5.6.6 ユーザが報告した定性的な知覚及び反応 

  5.6.7 ユーザが報告した知覚及び反応の定量的評価 

 5.7 適合性評価の追加内容（適宜） 

6 データ分析及び分析結果 

 6.1 データ分析 

  6.1.1 収集したデータの分析方法 

  6.1.2 想定したデータと収集したデータとの差異（該当する場合） 

  6.1.3 分析に用いなかったデータ（該当する場合） 

  6.1.4 データの尺度化（ユーザビリティテスト及びユーザ調査時） 

  6.1.5 統計分析（ユーザビリティテスト及びユーザ調査に用いる場合） 

 6.2 データ分析結果の報告 

  6.2.1 特定されたユーザビリティ欠陥 

  6.2.2 観察されたユーザビリティ所見 

  6.2.3 観察されたユーザビリティ問題 

  6.2.4 記録されたユーザのパフォーマンスデータ 

  6.2.5 ユーザが報告した定性的な知覚及び反応 

  6.2.6 ユーザが報告した知覚及び反応の定量的評価 

7 推奨事項 

8 結論 

9 附属書 

 9.1 評価プロトコル 

 9.2 評価を実施するための組織活動の順序 

 9.3 独立変数 

 9.4 事前定義された評価基準 

 9.5 参加者に与える一般的な指示 

 9.6 タスクに関する具体的な指示 

 9.7 倫理及び知的財産に関する追加内容 

参考文献［22］及び［23］には，評価報告書（及びほかのユーザビリティ関連情報項目）のための Word
テンプレートが含まれており，これらは，この規格内の構造及びこの規格における要求事項及び推奨事項

に基づく評価報告書を作成するために容易に適合することが可能である。 
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